
法第３条添付書類　（添付書類は、申請主体区分によるものとし、申請が申請形態区分のいずれかに該当する場合には、当該区分も併せて適用する。）

添付書類

申請区分

未 成 年 者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 ３ 項 適 用 者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上 記 以 外 の 者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農地所有適格法人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 ３ 項 適 用 法 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農 業 協 同 組 合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

そ の 他 の 法 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

競売・公売によるもの ● ● ●

遺 贈 に よ る も の ● ● ● ●

確定判決によるもの ● ● ●

裁 判 上 の 和 解 又 は
請求の承諾によるもの ● ● ●

民 事 調 停 法 に よ る
調停が成立したもの ● ● ●
家事審判の確定又は
家事調停の成立したも

の
● ● ●

賃借権等が設定された
農地を売却する とき ● ● ●

賃借権を譲渡すると
き

● ● ●

※１　農業維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等に関する確約書、農業委員会との協定書等
※２　業務を執行する役員が実質的に業務執行についての権限を有すると証明できる書類（定款、法人の登記事項証明、当該法人の代表者が発行する証明書等）
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※１　農業維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等に関する確約書、農業委員会との協定書等


